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区議会では、本会議等のインターネット中継(生中継・録画中継)を区議会ホームページにて配信しています。次回の定例会は、9／15(火)から開かれる予定

です。ぜひご覧ください▢問区議会事務局調査係☎3647-3548

旭湯亀戸5-9-7隆乃湯

第二久の湯牡丹2-4-6第二和泉湯

浴場名所在地浴場名

亀の湯

南砂4-15-19喜楽湯住吉2-5-14日の出湯

東砂3-18-17藤の湯亀戸3-11-10天神湯

東砂7-15-1

大島1-36-6

所在地

三好1-2-3辰巳湯

北砂6-7-3丸八湯常盤2-3-8常盤湯

北砂6-14-8文化湯森下4-9-18竹の湯

南砂1-14-9久の湯猿江1-18-9

竹の湯東陽1-6-9金春湯

大島7-25-14春の湯東陽1-25-10第一弁天湯

北砂3-25-8竹の湯東陽3-12-11ニュー松の湯

北砂4-20-25亀の湯

東砂8-20-16不二の湯亀戸6-49-14富山湯

大島2-37-7らかん湯枝川1-6-15白山湯

大島7-7-3
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保育園の入園
相談

保育課

転入

住民異動に関
する業務

区民課

処理内容分類
担当
部署

○申請・変更・現況届
児童手当の申
請に関する業務

子育て
支援課

○
申請・変更・再発行・医療費払
戻

子ども医療費
助成の申請に
関する業務

○

○

出張所

○

○不在籍証明書の交付業務

○受理証明書の交付業務(当日受付のみ)

○
届書記載事項証明書の交付業務
（当日受付のみ）

戸籍謄抄本等の交付業務

戸籍関連証明
書の交付業務

○○戸籍の附票の写しの交付業務

○○平成改製原交付業務

○除籍謄抄本(コンピュータ化後)交付業務

死亡届

○埋葬・火葬許可に関する業務

○不受理申出

○○

○出生届

戸籍の届出に
関すること※

○婚姻届

○転籍届

○

○○職権修正

○○世帯変更届

○戸籍届出に伴う異動処理

○○転居
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︒
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︑
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の
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亡
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の
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︑
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︑
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︒
詳
細
は
左
表
を
ご
覧
く
だ
さ
い
︒
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︒
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︑
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小
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生
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︒
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︒
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︑
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︒
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︑
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︶
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老朽化した中川大橋の耐久性を向上させるため、9／24（木）から平成

29年3／10（金）まで補修・補強工事を行います。

この工事に伴い、10／1（木）から平成28年3／31（木）まで旧中川水辺公

園は中川大橋付近が一部通行止めとなります。

また下記の区間は、平成28年4月から約1年間、車両および歩行者の通

行止め規制を行います。利用者の皆さんにはご迷惑をおかけしますが、

牡丹町公園は施設老朽化に伴う改修工事のため、9月

下旬から3月末まで全面閉鎖となります。また、改修工

事に併せて老朽化したちどり橋を撤去するため、古石場

川親水公園の園路が一部通行止めとなります。

閉鎖期間および通行止め期間の詳細については、区ホ

ームページをご覧

いただくかお問い

合わせください。

ご迷惑をお掛けし

ますが、ご理解と

ご協力をお願いし

ます▢問 河川公園
課工事係☎3647-

2089

迂回をお願いします※天候等の

理由により期間を変更する場合

があります［規制区間］中川大橋

の架かっている大島九丁目〜江

戸川区小松川一丁目間

詳細は、区ホームページをご

覧ください。今後も、より良い

道路整備に向け、安全かつ慎重

に工事を進めていきますので、

ご理解とご協力をお願いします

▢問 道路課橋梁係☎3647-9684

※離婚や養子縁組の届出等および外国人の方の届出は取り扱いません


